
（福利厚生）  

○従事者が心身ともに充実して仕事ができるよう、健康管理対策やメンタルヘルス対策、感染症  
・腰痛対策等の健康確保対策の推進を図ること。《経営者》   

○ 従事者のニーズに的確に対応した福利厚生事業の推進を図ること。《経営者、福利厚生セン  
タ聯その他の関係団体等》  

（雇用管理全般）  

○ 介護事業主に対する雇用管理に関する相談事業、介護労働者の雇用管理の改善を支援する  
助成金の活用の促進及び福祉・介護サービスの実態に応じた雇用管理の好事例の情報提供等に  

取り組むこと。《介護労働安定センターその他の関係団体等》  

（その他）  

○ 

営実態を把握することを通じて、適切な水準の介護報酬等を設定すること。《国》   

○IT技術の積極的な活用等を通じて、申請等に係る事務の簡素化に努めること。《国、地方公共   
団体》  
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アアップの仕組みの  監キヤIJ   

○ 質の高い介護福祉士や社会福祉士等の資格制度を基盤として、施設長や生活相談員等の資  
格要件の見直し等の福祉・介護サービス分野における従事者のキャリアパスを構築すること。《関  
係団体等、国、地方公共団体》  

○ 福祉・介護サービス分野におけるキャリアパスに対応した生涯を通じた研修体系の構築を図る  

こと。《職能団体その他の関係団体等》  

○ 従事者のキャリアアップを支援する観点から、働きながら介護福祉士、社会福祉士等の国家資  
格等を取得できるよう配慮するとともに、従事者の自己研債が図られるよう、職場内学習の機会  
（OJT）や外部研修の受講機会（OFF－JT）の確保に努めること。《経営者》  

○ 従事者の多様な業務を経験する機会を確保する観点から、法人間のネットワークを活かした人  
事交流等を通じて、人材の育成を図ること。《経営者》  

○ 国家資格等の有資格者について、さらに高い専門性を認証する仕組みの構築を図るなど、従事  

者の資質向上に取り組むこと。《関係団体等》  
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○ 福祉・介護サービスが人によって支えられる事業であることを踏まえ、福祉・介護サービスを行う  
のにふさわしい経営理念を確立するとともに、質の高い人材の確保を図るための明確な人事戦略  
を確立すること。《経営者》  

○ 小規模かつ脆弱な経営基盤からの脱却を図るため、資材の共同購入や設備の共同利用など、  
法人間の連携を進めること等により、経営力を強化すること。《経営者》  

○ 社会福祉制度の下で、柔軟な経営を行うことができるよう、社会福祉法人制度改革等の規制改  

革を推進すること。《国、地方公共団体》  

○ 福祉・介護サービスの整備や運営に係る融資を行うほか、経営に関する相談事業等を推進する  

こと。《独立行政法人福祉医療機構その他の関係団体等》  
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第四 離職者等の再就労の促進を図るために  

（見直しの視点）「離職者等の再就労の促進」においては、第二において整理した課題に対  

応するための具体的措置を整理する。  

○ 潜在的有資格者や離職者等について、就業の現状や離職の理由、福祉・介護サービス分野へ  
の再就業の意向等の実態を把握すること。《関係団体等》   

○ 潜在的有資格者や離職者等に対して、就職説明会の実施等を通じて、これらの者の再就業へ  
の関心を喚起し、福祉・介護サービス分野への再就業を働きかけること。《都道府県福祉人材セン  
ターその他の関係団体等》   

○ 潜在的有資格者や離職者等のうち、再就業を希望するものに対して、これらの者の再就業が円  
滑に進むよう、ハローワーク等との十分な連携による無料職業紹介等の実施や再教育等を通じて、  
就業の支援に取り組むこと。《都道府県福祉人材センターその他の関係団体等》   

○潜在的有資格者や離職者等の福祉・介護サービス分野への就業後において、 これらの者が将  

来にわたって安定的に仕事ができるよう、相談体制を整備するなど、その定着の支援に取り組む  
こと。《都道府県福祉人材センターその他の関係団体等）》  
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第五 多様な人材の参入の促進を図るために  

（見直しの視点）「多様な人材の参入の促進を図るために」においては、第二において整理  

した課題に対応するための具体的措置を整理する。  

邑国はに対する福祉・介護サービスヘの理解】  

○ 教育現場におけるボランティア体験や福祉・介護サービスの職場体験の実施等を通じて、若年  
層を始めとする幅広い各層が福祉・介護サービスへの理解を深められるよう努めること。《関係団  
体等、国、地方公共団体》  

○ 施設の地域開放やボランティアの受入れ、地域活動への積極的な参加など、地域との交涜に  
努めること。《経営者》  

入促進】  護 骨脚ビス以外の   指摘・介  

○ 多様な人材を確保する観点から、就職説明会や福祉・介護サービスの職場体験等を重点的に  
実施する期間の設定等を通じて、これらの者の就業への関心を喚起し、就業を働きかけること。  
《都道府県福祉人材センターその他の関係団体等》  

○ 福祉・介護サービス以外の他分野に従事する者等に対して、ハローワーク等との十分な連携に  

よる無料職業紹介等の実施を通じて、就業の支援に取り組むこと。《都道府県福祉人材センターそ  

の他の関係団体等》  
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○ 福祉・介護サービス以外の他分野に従事する者等の福祉一介護サービス分野への就業後にお  

いて、これらの者が将来にわたって安定的に仕事ができるよう、相談体制を整備するなど、その定  

着の支援に取り組むこと。《都道府県福祉人材センターその他の関係団体等》  

○ 福祉雷介護サービス分野への就業に当たって、必要な情報が得られるよう、第三者評価結果の  
公表や情報開示等を推進すること。《経営者、関係団体等、国、地方公共団体》  

監退職し  

○ 退職した高齢者や障害者等に対する研修等を通じて、これらの者が福祉・介護サービスヘ就業  

し易い環境を整えるとともに、これまでの就業経験の中で培ってきた経理や労務管理等の福祉・介  

護サービス以外の専門性の活用を図ること。《経営者、関係団体等、国、地方公共団体》  

16   



第六 経営者、関係団体等並びに国及び地方公共団体と国民の役割  

0鼻三から夢茸夏で仁ぁげ石屋勝抒存置を′芽ヂ憲上て冗現経営暴風熱野紡幕瘡乙耽＝ノ野  

及び敵方公ニ＃ノ野紡の動こ届こ屠の静粛を慶農  
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の取り巻く  参考1）介護・福祉毒  の変化の整理   

《介護・福祉サ仰ビス従事者の状況の変化》  
（平成5年当歯）  （現在の状況）   

／
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・パート、派遣労働者、契約社員等非正  

規雇用の増加  

③ ∋削針評価主義賃金の導入   

ヰ 女性の就業意識の変化  

・子供ができても就業継続を希望する者  

の割合の上昇  

t5し・若年者を中心とした失業率の高まり   

；（：3｝ 労働者全体で馴後に賃金  

ヒ昇  

：や′｝ 働く女性の増加  
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（参考2）」現行「＿人  旨針」の  

◇社会福祉事業に従事する者の確保を国るための措置に関する基本的な指針（平成5年厚生省告示第116号）  

臓射親葦の動向】   

］．戯簑の現況   

※ 平成2年当時に   

おける介護・福祉   

従事者数は、75万   

人であること 等   

2．今後の見通上  

※ ゴ叫ルドプラン等   

を踏まえた高齢者、   

障害者、児童の各   

分野における介護一   

福祉人材の将来的   

な需要増の見込み  

【第2 目標と課題】   

1＿L目」票  

・資質の高い人材   

養成  

・魅力ある職場づく   

りの推進  

・適切なサービス提   

供   

2．取り組垂  

・生涯研修体系の   

確立  

・賃金、労働時間、   

福利厚生等の改善  

・業務体制の見直   

し、業務の省力化   

等を総合的に推進   

等  

【第3 経営者の行う措置】   

」．』琵旦処遇の充塞  

（1）賃金等（給与水準の確保 等）  

（2）退職金（退職手当共済への加入   

等）  

（3）労働時間・休日等（週休2日制の普   

及 等）  

（4）業務態勢・業務の省力化（マニュアル   

化 等）  

（5）健康管理・福利厚生   

乙【資農の向土  

・職場内研修体制の整備 等   

旦！就農の促進二定量比  

・雇用条件の明示 等   

4．地域型理鰯と交流  

・福祉サ押ビスに関する情報提供 等   

皇」経盈基盤姐ヒ  

・複数事業の経営の推進 等  

【第4国・地方公共団体の支援】  

1」後見処遇の充実  

・給与体系、職階制整備のための技   

術的援助  

・業務省力化設備の整備  
・福利厚生センタ凹事業の推進 等  

2．養成確保二贋星の向よ  
・生涯研修体系の確立 等   

3．戯巣嬰促進二定着化  
・人材センタ巾の充実 等   

4L社会的評価型向上  

・ボランティア活動の振興等   

5！＿経常基盤嬰強化  
・指導・助言の充実 等  

（社会熟址法許別条・第！ほ条）  

0 国・地方公共団体は、経営者に対し、指針の内容  
に即した持侵を的確に実施するために必要な指導一  
助苗を実施。  

0 ⊆熟こ射し、従事者の確保等のために必要な財政上  
容漆ずる努力混務を規京   



＼亨考3、現行の人材確保指針と見直 しし骨子案）の比較  

現行指針   見直しく骨子案）   

○ 社会福祉事業の分野のみを対象。   ○社会福祉事業のみならず、介護保険制度における居宅介  

指針の位置付け  護支援や訪問リハ等の社会福祉調薬と密接に関連する領域  

が拡大していることを踏まえ、これらを叩体的に捉え、人材確  
保を図る。   

○ 平成2年現在で、従事者数は約75万人（昭和50年と比べ、  ○平成17年現在で、従事者数は釣328万人（平成5年と比べ、  
約1．7倍）。   

主な現況等  
約4・6倍）。このうち、高齢者に関連する従事者は、約197万  
人（平成5年と比べ、約12億）。  

○潜在的介盗福祉士が多数存在標   

O「経営者」の行う措置を整理。   ○確保すべき人材の対象を区分し、その対象ごとに効果的な  

①職員処遇の充実   人材確保が図られるよう、経営者及び園・地方公共団体のみ  

■ 給与水準の確保や週休2日制の普及等   ならず、関係団体を加えて、それぞれが行う措置を整理。  

② 資質の向上   q）現に従事している番の定常の促進  

・職場内研修体制の整備等   ・労働環境の改善  

③就業の促進・定着化   ・キャリアアップの仕組みの構築  

・雇用条件の明示等   ・新たな経営モデルの構築  

④地域の理解と交流   ②離職者等の再就労の促進  
・福祉サ叩ビスに関する情報提供等  ・潜在的有資格者の掘り起こしから潜在的有資格者等へ  

⑤経営基盤の強化  の就業の支援等までを一体的に実施  

・複数事業の経営の推進等   具体的措置  ③多様な人材の参入の促進  

O「国・地方公共団体」の行う支援措置を整理。  
・国民に対する福祉・介護サービスへの理解  

の内容等  ー福祉■介護サービス分野以外の他分野に従事する人材  

0）職員処遇の充実  の参入促進  

・給与体系整備のための技術的援助、業務省力化設備の  ・退職した高齢者等の参画促進  

整備等  

②養成確保・資質の向上  

・生涯研修体系の確立等  

③就業の促進・定着化  

・人材センターの充実等  

④社会的評価の向上  
・ボランティア活動の振興等  

⑤経営基盤の強化  
■指導・助言の充実等  



（参考射福祉人材七之卓二蔓鼠倭国体 型檻更に？いて  

福祉人材センター  

福祉重点ハローワーク   
中央福祉人材センタ岬   都道府県福祉人材センタ【   

介護労働安定センター   福利厚生センター  

実施主体  全国社会福祉協議会   都道府県   国   財団法人介護労働安定センター  社会福祉法人福利厚生センター   

O「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の着実   ○ 福祉労働力確保の拠点と  ○ 介護関係業務に従事する労  ○ 社会福祉法に基づき、社会福  
な推進等を図るため、平成3年度より3年計画  なる公共職業安定所を「福祉重  働者について、雇用管理の改善  祉事業経営者が単独ではでき  
で都道府県福祉人材情報センターとしてその整   点公共職業安定所」として各都  能力の開発及び向上、労働力  ない職農の福利厚生事業を全  
備を進めてきたが、福祉人材確保法において、   道府県に各1ケ所ずつ指定。   の需給調整に対する支援等を  国規模で共同化し、規模の利益  

社会福祉法上、新たに福祉人材センターとして  行うために必要な事業を実施す  を享受して、立ち遅れた民間社  

法定化。  ることにより、介護労働者の職  会福祉事業従事者の福利厚生  

目的                                                               ○平成5年度において、全都道府県への設置  業の安定その他福祉の増進に  

を完了するとともに、同年10月に中央福祉人  
資することを目的としている。   

材センターを設置。  ○平成4年に設立され、「介護  

労働者の雇用管理の改善等に  

関する法律」（介護労働者法）に  

基づき労働（現厚生労働）大臣  

の指定法人となっている。   

○健康支援事業  ○ 都道府県福祉人材  ○ 福祉人材の無料囁  ○潜在的福祉労働力の開拓  
センターの業務に関す  人間ックの 
る連絡調整、指導   ○戦芙相談■職業績介等   雇用管理助成金の支給  

○福娘就労希望者に  ○余畷支援轟業  

対する説明会、講習会  ・旅行・宿泊施設の斡旋  
○ 介護労働者の麗用管理改尊   ・各種クラブ、サークル活動  

集、提供   ○ 従事者の研修  のための施策の寮施  

○関係団体との連携の強化  の支援  

事業内容  
○ 

○ 介護労働者等に対して、必要   
永年勤続記念品等各種贈  相談員等の研修  樹確保相談  呈事業や物販割引等  

○福祉人材バンク事  めの教育訓練の実施  

○従事者の研修  業  
○啓発支援事業  

海外研修事業、接遇講習  

○ 啓発、広報   ○調査研究、啓発・広  
会等  

報など  
○その他  
・会鼻情報誌の発行等   

○新規求人数・・・95，336人  
○新規求人数‥82．123人  

○新規求職申込件‥33．763件  
○ 会員数＝・171，610人  

実績  
○就職件数…13，168人  

（平成柑年3月31日現在）  

○求人・求職相談件数・‥633，374件  
○就職率．．．39％  

○ 会費1人当たり1万円／年額  
（平成17年虚実績）  

（平成17年度実績）  
（法人間括加入）  




